
（15）

　

③
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

交
付
額

　

�

購
入
金
額
の
２
分
の
１（
１
０
０

円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）
で

３
千
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

申�

消
火
器
購
入
の
際
の
領
収
証
及
び

製
造
元
・
品
名
等
が
確
認
で
き
る

書
類
を
添
付
し
、
購
入
の
日
か
ら

６
か
月
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
員
募
集

問
総
務
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
８

　

野
木
町
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
で
は
、

防
火
・
防
災
に
関
心
の
あ
る
女
性
の

方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
一
緒
に
家

庭
の
防
火
、
地
域
の
防
災
を
学
ん
で

み
ま
せ
ん
か
。

婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
と
は

　

�

家
庭
で
の
火
災
予
防
の
知
識
の
習

得
や
、
防
火
意
識
の
啓
発
な
ど
を

目
的
と
し
て
、
家
庭
の
主
婦
な
ど

が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る

民
間
防
火
組
織
で
す
。

申�

随
時
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
関

心
の
あ
る
方
は
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

野
木
町
国
保
の
方
が
交
通

事
故
に
あ
っ
た
と
き
は

問
住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
３
６

　

交
通
事
故
等
の
第
三
者
行
為
が
原

因
で
け
が
を
し
た
と
き
に
国
民
健
康

保
険
で
治
療
を
受
け
る
場
合
に
は
、

届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
住
民
課

保
健
医
療
係
に
「
第
三
者
行
為
に
よ

る
傷
病
届
」
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

国
保
で
一
時
的
に
医
療
費
を
立
替
え
、

後
に
国
保
が
加
害
者
に
請
求
い
た
し

ま
す
。

　

加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ

た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
て
し
ま
う
と

国
保
が
使
え
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
示
談
の
前
に
必
ず
住
民

課
保
健
医
療
係
へ
届
け
出
て
下
さ
い
。

人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
助
成

問
住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
３
６

　

野
木
町
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
被
保
険
者
で
、
人
間
ド
ッ
ク
ま
た

は
脳
ド
ッ
ク（
以
下
、「
人
間
ド
ッ
ク

等
」）を
受
診
さ
れ
る
方
に
対
し
、
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

受
診
医
療
機
関
は
町
内
外
を
問
い

ま
せ
ん
。

対
次
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る�

　

方
。

①�

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
で
、
人

間
ド
ッ
ク
等
の
検
査
を
受
け
る
日

に
お
い
て
40
歳
以
上
の
方

②�

国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い

る
世
帯
に
属
す
る
方
、
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し

て
い
る
方

③�

特
定
健
診
、
後
期
高
齢
者
検
診
を

受
診
し
て
い
な
い
方

補
助
額

　
�

検
査
費
用
の
３
分
の
２（
千
円
未

満
切
り
上
げ
）
で
３
万
円
を
限
度

額
と
し
、
１
年
度
に
つ
き
１
回
の

受
診
に
対
し
て
補
助
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

�

保
険
証
・
領
収
書
（
人
間
ド
ッ
ク

等
検
査
費
用
）
検
査
結
果
表
・
印

鑑
・
振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の
・

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

※�

申
請
期
間
は
、
人
間
ド
ッ
ク
等
を

受
け
た
日
か
ら
１
年
以
内
で
す
。

春
の
交
通
安
全�

町
民
総
ぐ
る
み
運
動

問
総
務
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
８

日
４
月
６
日（
金
）〜
15
日（
日
）

運
動
の
重
点

①�

子
ど
も
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行

の
確
保
と
高
齢
運
転
者
の
交
通
事

故
防
止

②
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

③
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

　

用
の
徹
底

④
飲
酒
運
転
の
根
絶

⑤
「
子
ど
も
や
高
齢
者
に
優
し
い
３

　

Ｓ
運
動
」
の
推
進

⑥
「
夜
間
走
行
中
の
原
則
ハ
イ
ビ
ー

　

ム
」
の
徹
底

消
火
器
購
入
費
補
助
金

問
総
務
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
８

　

町
で
は
、
防
火
意
識
の
向
上
と
火

災
の
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
消
火
器
購
入
者

に
対
し
、
補
助
金
（
１
世
帯
に
つ
き

１
台
１
回
の
補
助
）
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

対
①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

　

②�

購
入
す
る
消
火
器
が
国
家
検
定

品
で
あ
る
こ
と

お知らせ


